
特別観覧施設「ＲＯＫＵまるがめ」利用許可申請書及び許可書 
 

【決裁】                           【合議】 

 

上記のとおり、特別観覧施設「ＲＯＫＵまるがめ」の利用を申請します。利用に際しては、利用者

全員が施設利用のしおりの記載事項を了承及び遵守し、係員の指示に従います。 
 

 令和   年   月   日 
 

           申請者記名 

 

許  可  書 
 

 特別観覧施設「ＲＯＫＵまるがめ」の利用について、次のとおり許可します。 
 

利用許可日時 
令和   年   月   日 

    時   分から   時   分まで 

 

 令和   年   月   日 
 

     丸亀市モーターボート競走事業 管理者 大 林  諭  

局 長 次 長 課 長 副課長 担当長 総務担当 可 否 営業課長 
営業課 
副課長 

開催運営
担当 

      
可・否 

   

団 体 名  

団 体 の 住 所   

代 表 者 氏 名   

申 請 者 氏 名               連 絡 先              

利 用 年 月 日  令和    年    月    日（    曜日） 

利 用 時 間 
    時    分 ～     時    分 

※利用時間前の開錠はいたしません。 

※利用時間には、準備・清掃等の後片付けの時間を含みます。 

利 用 目 的 

 

 
※ボートレース観戦及び勝舟投票券の購入のみを目的とする場合は申請できません。 

勝舟投票券購入  する  ・  しない 必要駐車台数      台 

利 用 人 数 計     人（うち満 20歳未満    人 ） 

持 込 物 

あり（                 ） ・ なし 

＊アルコール類持込  あり  ・  なし 

※調理器具及び調理具材の持込みはできません。 

備 考  


